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衆
議
院
議
員
も
と
む
ら
賢
太
郎
君
提
出
外
国
人
労
働
者
の
受
入
れ
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

技
能
実
習
制
度
は
、
人
材
育
成
を
通
じ
た
開
発
途
上
地
域
等
へ
の
技
能
、
技
術
又
は
知
識
（
以
下
「
技
能
等
」
と
い
う
。
）

の
移
転
に
よ
る
国
際
協
力
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
制
度
で
あ
る
が
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十

六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
及
び
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
八
年
法
律
第
八
十
九
号
）
に
お
い
て
は
、
技
能
実
習
の
目
標
及
び
内
容
等
を
記
載
し
た
技
能
実
習
の
実
施
に
関
す
る
計
画

（
以
下
「
技
能
実
習
計
画
」
と
い
う
。
）
を
個
々
の
技
能
実
習
生
ご
と
の
認
定
制
と
し
た
上
で
、
技
能
実
習
生
が
修
得
、
習

熟
又
は
熟
達
を
し
た
技
能
等
の
評
価
を
行
う
こ
と
を
必
須
と
し
、
外
国
人
技
能
実
習
機
構
が
実
習
実
施
者
（
同
法
第
二
条
第

六
項
に
規
定
す
る
実
習
実
施
者
を
い
う
。
）
及
び
監
理
団
体
（
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
監
理
団
体
を
い
う
。
）
に
対
し
て
、

認
定
さ
れ
た
技
能
実
習
計
画
に
従
っ
て
技
能
実
習
を
行
わ
せ
て
い
る
か
実
地
に
検
査
を
行
い
、
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
と

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
御
指
摘
の
「
単
純
労
働
力
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
今
後
と

も
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
り
、
技
能
実
習
制
度
の
趣
旨
に
沿
っ
た
適
正
な
運
用
の
確
保
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

一



外
国
人
労
働
者
の
受
入
れ
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
主
な
取
組
と
し
て
、
高
度
人
材
ポ
イ
ン
ト
制
に
よ
る
出
入
国
管
理
上
の

優
遇
制
度
の
導
入
、
在
留
資
格
と
し
て
高
度
専
門
職
及
び
介
護
の
創
設
、
緊
急
か
つ
時
限
的
な
措
置
で
あ
る
外
国
人
建
設
就

労
者
受
入
事
業
（
外
国
人
建
設
就
労
者
受
入
事
業
に
関
す
る
告
示
（
平
成
二
十
六
年
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
二
十
二
号
）

に
定
め
る
外
国
人
建
設
就
労
者
受
入
事
業
を
い
う
。
）
及
び
外
国
人
造
船
就
労
者
受
入
事
業
（
外
国
人
造
船
就
労
者
受
入
事

業
に
関
す
る
告
示
（
平
成
二
十
六
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
百
九
十
九
号
）
に
定
め
る
外
国
人
造
船
就
労
者
受
入
事
業
を
い

う
。
）
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
家
事
支
援
外
国
人
受
入
事
業
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）

第
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
家
事
支
援
外
国
人
受
入
事
業
を
い
う
。
）
及
び
国
家
戦
略
特
別
区

域
農
業
支
援
外
国
人
受
入
事
業
（
同
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
農
業
支
援
外
国
人
受
入
事

業
を
い
う
。
）
等
の
各
種
施
策
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
「
専
門
的
・
技
術
的
分
野
」
に
準
じ
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
一
八
」
（
平
成
三
十
年
六
月
十
五
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
「
従
来
の
専
門

的
・
技
術
的
分
野
に
お
け
る
外
国
人
材
に
限
定
せ
ず
、
一
定
の
専
門
性
・
技
能
を
有
し
即
戦
力
と
な
る
外
国
人
材
を
幅
広
く

受
け
入
れ
て
い
く
仕
組
み
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
真
に
必
要
な
分
野
に
着
目
し
、
移
民
政
策
と
は
異
な
る

二



も
の
と
し
て
、
外
国
人
材
の
受
入
れ
を
拡
大
す
る
た
め
、
新
た
な
在
留
資
格
を
創
設
す
る
」
こ
と
と
し
て
お
り
、
こ
れ
を
受

け
て
、
新
た
な
在
留
資
格
を
創
設
す
る
た
め
の
具
体
的
な
仕
組
み
に
つ
い
て
検
討
中
で
あ
り
、
現
時
点
に
お
い
て
、
そ
の
内

容
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三


